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主体的、対話的で深い学びの実現をめざす
授業づくりについて

国立特別支援教育総合研究所

主任研究員 北川 貴章

平成30年度 第64回近畿地区特別支援学校肢体不自由教育研究協議会 講演資料

学校教育法72条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的
障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含
む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校
又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害に
よる学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るた
めに必要な知識技能を授けることを目的とする。

各教科 道徳
外国語
活動

総合的な
学習の時間

特別
活動

自立
活動

特別
活動

各教科 道徳
総合的な
学習の時間

自立
活動

＜特別支援学校小学部の場合＞

＜特別支援学校中学部の場合＞
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学校教育法
第29条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として

行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを

目的とする。

第30条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実

現するために必要な程度において第21条各号に掲げる

目標を達成するよう行われるものとする。

◦2 前項の場合において、生涯にわたり学習する基盤が

培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるととも

に、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に

取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

※ 第30条第2項は、中学校及び高等学校に準用
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特別支援学校教育要領・学習指導要領説明会配布資料 平成29年7月 より

平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料
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特別支援学校教育要領・学習指導要領説明会配布資料 平成29年7月 より

平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料
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平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料
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特支援学校教育要領・学習指導要領説明会配布資料 平成29年7月 より

教育課程部会 特別支援教育部会（第8回） 配付資料
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平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
第１章総則 第４節 教育課程の実施と学習評価

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 各教科等
の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

⑴ 第２節の３の（1）から（3）までに示すことが偏りなく実現されるよう，
単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，児童又は生
徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこと。

特に，各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり，思
考力，判断力，表現力等や学びに向かう力，人間性等を発揮させた
りして，学習の対象となる物事を捉え思考することにより，各教科等
の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え方」とい
う。）が鍛えられていくことに留意し，児童又は生徒が各教科等の特
質に応じた見方・考え方を働かせながら，知識を相互に関連付けてよ
り深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだし
て解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう
過程を重視した学習の充実を図ること。
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中央教育審議会答申に示されていた主体的・対話的
で深い学びの実現に向けた授業改善の具体的な内容

① 学ぶことに興味や関心をもち，自己のキャリア形成の方向性と
関連付けながら，見通しをもって粘り強く取り組み，自己の学習活
動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているか
という視点。

② 子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え
方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考えを広げ深める「対
話的な学び」が実現できているかという視点。

③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科等の特質
に応じた「見方・考え方」を働かせながら，知識を相互に関連付け
てより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を
見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりする
ことに向かう「深い学び」が実現できているかという視点。

思考・判断・表現の過程
● 物事の中から問題を見いだし，その問題を定義し解決の方向性

を決定し，解決方法を探して計画を立て，結果を予測しながら実

行し，振り返って次の問題発見・解決につなげていく過程

●精査した情報を基に自分の考えを形成し表現したり，目的や状況

等に応じて互いの考えを伝え合い，多様な考えを理解したり，集

団としての考えを形成したりしていく過程

●思いや考えを基に構想し，意味や価値を創造していく過程

各教科等の特質に応じて，こうした学習の過程を重視して，具
体的な学習内容，単元や題材の構成や学習の場面等に応じた
方法について研究を重ね，ふさわしい方法を選択しながら，工夫
して実践できるようにすることが重要である。

特別支援学校学習指導要領解説総則編（小学部・中学部）
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特別支援学校学習指導要領解説総則編（小学部・中学部）
（１）主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
第１章第４節の１の（１）

（中略）具体的な授業の在り方は，児童生徒の障害の状
態や特性及び心身の発達の段階等や学習課題等により
様々である。単元や題材など内容や時間のまとまりを見
通した学習を行うに当たり基礎となるような，基礎的・基本
的な知識及び技能の習得に課題が見られる場合には，そ
れを身に付けさせるために，児童生徒の学びを深めたり
主体性を引き出したりといった工夫を重ねながら，確実な
習得を図ることが求められる。児童生徒の実際の状況を
踏まえながら，資質・能力を育成するために多様な学習活
動を組み合わせて授業を組み立てていくことが重要であ
り，例えば高度な社会課題の解決だけを目指したり，その
ための討論や対話といった学習活動を行ったりすることの
みが主体的・対話的で深い学びではない点に留意が必要
である。

• ３ 学習評価の充実 学習評価の実施に当たっ
ては，次の事項に配慮するものとする。

⑴ 児童又は生徒のよい点や可能性，進歩の状
況などを積極的に評価し，学習したことの意義や
価値を実感できるようにすること。また，各教科等
の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点
から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見
通しながら評価の場面や方法を工夫して，学習の
過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の
向上を図り，資質・能力の育成に生かすようにする
こと。

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
第１章総則 第４節 教育課程の実施と学習評価
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⑵ 各教科等の指導に当たっては，個別の指導
計画に基づいて行われた学習状況や結果を適
切に評価し，指導目標や指導内容，指導方法の
改善に努め，より効果的な指導ができるように
すること。

⑶ 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼
性が高められるよう，組織的かつ計画的な取組
を推進するとともに，学年や学校段階を越えて児
童又は生徒の学習の成果が円滑に接続される
よう工夫すること。

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
第１章総則 第４節 教育課程の実施と学習評価

平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料
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平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料

平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料
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【学校教育法施行規則第１３０条第２項】特別支援学校の小学
部，中学部又は高等部においては，知的障害者である児童若しくは

生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育
する場合において特に必要があるときは，各教科，道徳，外国語活
動，特別活動及び自立活動の全部又は一部について，合わせて授
業を行うことができる。

＋

平成30年度全肢長第１回研究協議会文部科学省菅野調査官資料（一部加筆）

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成29年公示）
第２章各教科第1節 第１款
３ 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校

⑴ 体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に図り，児童の
障害の状態や発達の段階に応じた思考力，判断力，表現力等の育
成に努めること。

⑵ 児童の身体の動きの状態や認知の特性，各教科の内容の習得状
況等を考慮して，指導内容を適切に設定し，重点を置く事項に時
間を多く配当するなど計画的に指導すること。

⑶ 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて，指導方法を工夫
すること。

⑷ 児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて，適切な補助
具や補助的手段を工夫するとともに，コンピュータ等の情報機器
などを有効に活用し，指導の効果を高めるようにすること。

⑸ 各教科の指導に当たっては，特に自立活動の時間における指導
との密接な関連を保ち，学習効果を一層高めるようにすること。
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）
平成28年12月21日 中央教育審議会

小・中・高等学校学習指導要領総則に「個々の児童（生徒）の障害の状態等に応じた
指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行う」ことがしめされた

新小学校学習指導要領解説国語編（平成29年6月）
○文章を目で追いながら音読することが困難な場合には，自分がどこを読むの

かが分かるように教科書の文を指等で押さえながら読むよう促すこと，行間を空けるた
めに拡大コピーをしたものを用意すること，語のまとまりや区切りが分かるように分かち
書きされたものを用意すること，読む部分だけが見える自助具（スリット等）を活用するこ
となどの配慮をする。

○自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したりするのが困難な場合には，
児童の日常的な生活経験に関する例文を示し，行動や会話文に気持ちが込められてい
ることに気付かせたり，気持ちの移り変わりが分かる文章の中のキーワードを示したり，
気持ちの変化を図や矢印などで視覚的に分かるように示してから言葉で表現させたりす
るなどの配慮をする。

○声を出して発表することに困難がある場合や，人前で話すことへの不安を抱いている
場合には，紙やホワイトボードに書いたものを提示したり，ＩＣＴ機器を活用して発表した
りするなど，多様な表現方法が選択できるように工夫し，自分の考えを表すことに対する
自信がもてるような配慮をする。
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自立活動目標

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

（第７章第１）

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害によ
る学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服す
るために必要な知識・技能・態度及び習慣を養い、
もって心身の調和的発達の基盤を培う。

「調和的発達の基盤を培う」とは・・・・
一人一人の幼児児童生徒の発達の遅れや不均衡を改
善したり、発達の進んでいる側面を更に伸ばすこと
によって遅れている側面の発達を促すようにして、
全人的な発達を促進することを意味している。

自立活動の意義①

障害によって、
各教科等におい
て育まれる資
質・能力の育成
につまずきが生
じやすい

自立活動
人間としての基本的な行動
を遂行するために必要な要
素

障害による学習上又は生活上の
困難を改善・克服するために必要
な要素

心身の

調和的発達
の基盤に着
目して指導

24

T-KususeK
テキストボックス



15

自立活動の意義②

・自立活動の時間
における指導
・通級による指導

在籍学校・学級での
各教科等の指導や
日常生活

○障害による学習や生活場面の困難
で取り出して指導が必要な事柄

○時間における指導で身につけた力を発揮・般化
○指導から見えてきた有効な関わり方や環境整備等の共有

自立活動
の個別の
指導計画

教科等学習場面、学校
生活場面での指導目標・
内容・配慮事項等を記し
た個別の指導計画

先生によって言っていること
が違う・・・・と子供が悩まない
ようにするためにも

各教科等の
授業改善に
もつながる

困難の背景にある
要因・課題

自立活動の内容：六つの区分、２７の項目

⚫人間としての基本的な行動を遂行ために必要な要素

⚫障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必
要な要素

「どの内容」を「どの程度」、「どんな段階で」指導するか
が各教科のように示されていない。

六つの区分；「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」

「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」

学習指導要領に示されている自立活動の内容は、各教科のように
そのすべてを取り扱うものではなく、一人一人の幼児児童生徒の実
態に応じて必要な項目を選定し、相互に関連付けて設定する。

自立活動の指導における個別の指導計画を作成
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自立活動の個別指導計画を作成するための手続

●現行学習指導要領の「指導計画の作成と内容の取扱い」

実態把握→指導目標→指導内容

●新学習指導要領の「個別の指導計画の作成と内容の取扱い」

実態把握→課題を明確→指導目標→指導内容

新学習指導要領小学部・中学部学習指導要領
第７章自立活動 第３ 個別の指導計画の作成と内容の取扱い

１ 自立活動の指導に当たっては，個々の児童又は生徒の障害
の状態や特性及び心身の発達の段階等の的確な把握に基づ
き，指導すべき課題を明確にすることによって，指導目標及び
指導内容を設定し，個別の指導計画を作成するものとする。

新特別支援学校小学部・中学部
学習指導要領

第１章総則第３節教育課程の編成－３

（３）指導計画の作成等に当たっての配慮事項

イ 各教科等の指導に当たっては、個々の児童
又は生徒の実態を的確に把握し、次の事項に
配慮しながら、個別の指導計画を作成すること。

第1章総則第５節児童又は生徒の調和的な発達の支援－１

（５）家庭及び地域の地域並びに医療、福祉、保健、労
働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な
視点で児童又は生徒への教育的支援を行うために、
個別の教育支援計画を作成すること。
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自立活動の指導目標や指導内容の不確実性

• ある児童の実態把握を行うことや自立活動の目標・
内容を設定することは、一連の作業課程で解を得る
とみなせる。解の唯一性に着目すると、設定された
目標の妥当性を検証することは困難であり、唯一の
絶対は存在しない事態での解の抽出である。不確
実性が介在する中で意思決定を行う。

（安藤、２００１）

実態把握 指導目標・
内容設定

指導
方法

複数の教員が携わることで不安は解消されたとしても・・

集団の極化現象・社会的手抜き・同調圧力 等の課題
も起こる

指導すべき
課題

評価の機能に着目して
①診断的評価

この時点で妥当性を検証することは意味をなさない。どのよう
な議論・検討を重ねても正解あるいは確信には変わらない。

②形成的評価

授業を実施し、情報・記録から評価を行い、実態把握や設定さ
れた指導目標・指導内容の修正を行う。

授業により得られた情報を個別の指導計画にフィードバックする。

→精度を高めた個別の指導計画と授業計画が立てられると、次

に授業における児童生徒の学習活動から授業改善につながる情
報が得られる。

③総括的評価

学年末の評価を行うことで、次年度に引き継ぐための個別の指
導計画の修正を行う。

安藤（2004)特別支援教育における評価の在り方について.肢体不自由教育，167．
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「シングルループ学習」と「ダブルループ学習」
＜技術的熟達者＞ ＜省察的実践家＞

(Argyris C 1999)※一部改変

既存の前提・
枠組み

行 為 結 果

マッチ

ミスマッチ

シングルループ学習

ダブルループ学習（視点がかわるふり返り）

「ダブルループ学習」できる思考回路と態度の習得

専門性向上の「カギ」

特別支援学校の授業は、ティーム・ティーチング
による指導が多いことを踏まえた方法の工夫
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